
資料№２０５ 

   各選挙ポスター掲示場設置委託契約仕様書 

選挙管理委員会事務局 

 

１ 令和８年（２０２６年）２月８日執行第 51 回衆議院議員総選挙の仕様書（別紙１） 

 

２ 令和５年（２０２３年）４月２３日宝塚市議会議員選挙の仕様書（別紙２） 

  （ポスター掲示場設置一覧表については別紙 1 と同様です。） 

 

３ 参議院議員通常選挙、兵庫県知事選挙、兵庫県議会議員選挙、宝塚市⾧選挙については、

別紙１と同様です 
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（別紙１） 
仕 様 書 

 

 

１ 業務名     衆議院小選挙区選出議員選挙に係るポスター掲示場の調査、設置、補修及

び撤去業務委託 

 

２ 期 間     契約日から令和８年（２０２６年）２月２０日までとする。 

 

３ 業務内容 

（１） 掲示板の仕様は、掲示場仕様図のとおりとする。寸法、記載事項等は、仕様図のと 

おり作成するものとするが、投票日や区画数が変更になる可能性があるため、掲示板

の製作時期等については選挙管理委員会と協議すること。 

（２） ポスター掲示場の設置予定数は、４３７箇所とする。設置場所は、ポスター掲示 

場設置場所一覧表及びポスター掲示場設置場所表示図面のとおりとする。 

（３） 掲示板は、樹脂リサイクル品もしくは古紙リサイクル品（共に厚さ３．０㎜以上） 

を使用するものとする。なお、掲示板の材質については、事前に選挙管理委員会の 

承認を受けるものとする。 

（４） 文字及び線は緑色を用い、スクリーン印刷により明確に記載すること。 

（５） 脚、支柱及び杭には４．５㎝以上の角材を使用し、強風等により転倒しないよう 

堅固に設置するものとする。 

（６） 設置にあたっては、植え込みを踏み荒らしたり、ガードレール及びフェンスに傷 

を付けたりしないように作業するものとする。 

（７） 設置にあたっては、交差点やカーブにおいて通行人や車の見通しの妨げとならな 

いよう設置すること。 

（８） 通行人及び施設利用者（公園等の場合）への危害防止、設置作業中の交通安全等 

に十分注意し、事故のないように作業すること。 

（９） ポスター掲示場の占有許可に伴う関係各庁への申請は選挙管理委員会で行うが、当 

該占有許可以外で申請が必要となる場合は、受託者において対応すること。 

（10） 設置作業を開始する前に、設置予定箇所を全て調査し、設置が不可能な箇所は速や 

かに選挙管理委員会へ報告すること。また、調査時に設置前の写真を撮影し、調査終

了後速やかに写真帳及び写真データを DVD 等に収納し提出すること。契約締結後に、

全設置個所の詳細な地図と過去選挙時の設置写真等を受託者に提供する。 

（11） 設置作業完了後速やかに、選挙管理委員会へ連絡するものとする。また、設置作業 

開始後は、進捗状況の報告のため日報を提出すること。 

（12） 設置完了後のポスター掲示場の写真を撮影し、写真帳にまとめ、告示日までに提出 

するものとする（写真データも DVD 等に収納し提出、写真帳は選挙管理委員会の指 

示する事項を必ず記載すること）。設置後は、必ず写真で設置番号、区画番号等が指 

示どおりであるか、確認して提出すること。 
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（13）  補修や移設作業は、選挙管理委員会からの連絡があり次第、必ず速やかに行うもの 

とする。また、対応が完了次第、選挙管理委員会へ必ず報告すること。 

  （14） 撤去作業は、投票日の５日後までに完了するものとし、完了後速やかに、選挙管理

委員会に連絡すること。ただし、無投票となった場合は、別途、選挙管理委員会と協

議し、撤去作業を開始することとする。 

（15） 撤去完了後のポスター掲示場の写真を撮影し、写真帳にまとめ、２月２０日（翌週 

金曜日）までに提出するものとする（写真データも DVD 等に収納し提出、写真帳は

選挙管理委員会の指示する事項を必ず記載すること）。 

  （16） 撤去後は、現場に角材や番線等の資材が残っていないか十分確認し、受託者の責任

において清掃や整地、資材等の処分を行うこと。 

  （17） 撤去した掲示板は、リサイクル工場へ搬入し、リサイクル証明書を選挙管理委員会

へ提出すること。 

（18） 設置、撤去作業は原則各日８時３０分から１７時３０分の間に行うこと。 

 （19） 作業日程については、以下のとおりとする。 

      ア 調査、写真撮影、報告書（日報）及び写真データ提出 

   契約日        ～ １月３０日（金曜日） 

      イ 設置：   契約日      ～ １月２５日（日曜日） 

      ウ 撤去：２月９日（月曜日）   ～ ２月１６日（月曜日） 

 

作業日程について、変更する必要がある場合は、発注者及び受託者協議の上、変更

するものとする。 

ただし、投票日の変更があった場合や無投票となった場合は、選挙管理委員会と別

途協議し、適切に対応すること。また、契約期間について変更が必要な場合は、変更

契約を締結するものとする。 

 

４ 設置方法等 

（１） ガードレール又はフェンスを利用（３８０箇所） 

         仕様図を参照のこと。また、仕様図とは異なる形状のフェンスなどがあるが、それ

ぞれの形状に合わせた工法で設置を行うこと。 

  （２）野立て（５７箇所） 

         仕様図を参照のこと。 

  （３）その他 

         設置場所により脚の長さを調整したり、掲示板を吊り下げるように設置し、高さを

仕様図のとおり１．７１メートルにすること。土地の形状等により高さが変わる見込

みの場合は、事前に選挙管理委員会と協議すること。 

状況により、設置場所及び設置方法を変更する場合がある。 

設置完了後、「タイトル・注意書欄」内右下の「Ｎｏ. 」に、当該ポスター掲示場 

の設置番号（〇－△）を黒色の油性マジック等で丁寧に記載すること。 
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５ その他 

（１） ポスター掲示場の掲示板と補強用木枠は、必ず釘で留め、ガンタッカー等は使用 

しないこと。また、１本の角材に対し５箇所以上、釘で留めること。 

（２） ガードレール等に設置する場合は、ポスター掲示場の片方の支柱は必ずガードレー

ル等の支柱に取り付けること。 

  （３）  ポスター掲示場の補強用木枠等の寸法は、すべて仕上がり厚とする。 

  （４）  リサイクル板については次のことに留意すること。 

       ア 設置期間が長いため、そり及び伸縮によるゆがみ等が生じない材質を使用すること。 

       イ 雨水により、ポスターが汚れないように文字及び線の印刷を行うこと。 

       ウ 押しピン等が刺さりやすい材質を使用すること。 

  （５）   区画の途中でリサイクル板をつなぎ合わせないこと。 

（６） 設置にあたっては、指定した場所を厳守するとともに、民家等個人所有物件を使 

用する場合は、ポスター掲示場台帳の備考欄記載事項に注意し、必要に応じて管 

理者あるいは所有者と調整すること。なお、仕様図のとおり設置することが困難 

な場合は、選挙管理委員会と協議すること。  

（７） ポスター掲示場は、設置個所枚数の他に、破損等の際に取替が出来るように予備 

を３枚以上用意すること。 

  （８）  湿気等による掲示板のそり及びゆがみが生じないように、掲示板を設置すること。 

  （９）  美観に考慮し、上部に飛び出た支柱は切り揃えること。 

  （10）  通行人及び施設利用者の支障が生じないように、結束後の番線等は内側に曲げる等 

     の適切な措置を行うこと。また、切断後の番線等は責任をもって回収し、撤去後の 

杭跡は必ず埋め戻すこと。 

  （11）  樹木や電柱等には絶対に番線等を結束しないこと。 

  （12）  掲示板が樹木、電柱等により隠れないように設置すること。 

  （13）  ガス管、上下水道管等を損傷しないこと。 

 （14）  委託着手から委託期間満了までは、受託者負担で賠償責任保険（保険金額は指示事

項に記載）に必ず加入し、保険証書の写しを選挙管理委員会に提出すること。 

（15）  委託期間中における各作業に際し第三者に損害を与えた場合は、受託者がその損害 

   の賠償を行うこと。 

（16）  委託期間中におけるポスター掲示場の倒壊による事故等については、受託者がその 

損害の賠償を行うこと。  

 （17） 台風等の天災により補強及び撤去を要するときは、選挙管理委員会の連絡があり次

第、指示に従い速やかに対応すること。また、対応が完了次第、選挙管理委員会へ必

ず報告すること。 

  （18）  連絡体制に万全を期すため、設置期間中は必ず携帯電話を携行すること。 

また、休日等の補修作業に対応するため、緊急の連絡体制を明確にし、選挙管理委

員会に緊急時の連絡体制表を提出すること。 

（19） 同日に他の選挙が執行されることになった場合は、作業等について選挙管理委員

会の指示に従うこと。 
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衆議院小選挙区選出議員選挙（兵庫県第６区）ポスタ－掲示場　　仕様図　   　［単位　㎜］

10～20

筋交い

45

支柱

杭

設置にあたって特に留意すべき事項 タイトル・注意書

【掲示板について】

・区画の枠線の幅は、10㎜から20㎜とする。

・タイトル、注意書の文字は緑色の色刷りとする。

【野立てについて】

・杭は、ポスタ－掲示場が倒れないよう十分な深さに

 打ち込むこと。

・支柱の杭は、全ての支柱の後方に取り付けること。

・支柱と筋交い、筋交いと杭は釘２本以上でとめること。

・支柱の端は、必ず地面につけること。

・樹木や電柱等には結束しないこと。

【ガードレール・フェンスについて】

・支柱のうち１本は必ずガードレール又はフェンスの

支柱に取り付けること。

【共通】

・番線を使用する場合は、先端は丸め、車道・歩道に

向けないこと。フェンス等へ設置する場合は、被覆

された番線を使用すること。

・釘等は、区画線の内側（ポスター貼付面）には使用し

ないこと。

420以上

10～20

420以上

2275

 10～20  10～20

45

2275
方 式 野 立 て

45

410

410

400

910

１

２６ ４

800

下記のとおり

1710

910

３

タイトル
投票日
注意書

420以上

９ ５７

８

衆議院小選挙区選挙（兵庫県第６区）

ポスター掲示場

１０
（注意）
・ この掲示場は、衆議院小選挙区選挙の候補者以外の方は使用できません。

・ ポスタ－は指定された区画に貼ってください。

・ 掲示場を壊したり、ポスタ－を破ったりすると罰せられます。

宝塚市選挙管理委員会 NO.
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フェンスが高い位置にある場合は、
吊り下げるようにして設置する。
野立て等の場合も同様。
（左図参照）

５

９ ７ ３ １

タイトル
投票日
注意書

８ ４ ２

５

６

方　式 ガ－ドレ－ル

９ ７

方　式 フェンス

３ １

タイトル
投票日
注意書

８ ６ ４ ２

５ ３ １

タイトル
投票日
注意書

８ ６ ４ ２

９ ７

1710ｍｍ
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(単位　　ｍ）

2.275

丈量図

0.08

1710

0.08

0.91 2.07㎡

2.275

2.275

0.91

構造図

求積図

Ｗ 計

2.275

L

2.275

0.08 0.182㎡

Ｗ 計L
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（別紙２） 
仕 様 書 

 

 

１ 業務名     宝塚市議会議員選挙におけるポスター掲示場の調査、設置、補修及び撤去 

業務委託 

 

２ 期 間      契約日から令和５年（２０２３年）４月２８日までとする。 

 

３ 業務内容 

（１） 掲示板の仕様は、掲示板仕様図のとおりとする。寸法、記載事項等は、仕様図のと 

おり作成するものとするが、掲示板の製作時期等については選挙管理委員会と協議す 

ること。 

（２） ポスター掲示場の設置予定数は、４３９箇所とする。設置場所は、ポスター掲示 

場設置場所一覧表及びポスター掲示場設置場所表示図面のとおりとする。 

（３） 掲示板は、樹脂リサイクル品もしくは古紙リサイクル品（共に厚さ３．０㎜以上） 

を使用するものとする。なお、掲示板の材質については、事前に選挙管理委員会の 

承認を受けるものとする。 

（４） 文字及び線は緑色を用い、スクリーン印刷により明確に記載すること。 

（５） 設置方法が野立ての場合、支柱・杭・筋交い及び横支柱には４．５㎝以上の角材を 

使用し、強風等により転倒しないよう堅固に設置するものとする。 

設置方法がガードレールまたは、フェンスの場合、支柱には４．５㎝以上の角材を

使用し、強風等により転倒しないよう堅固に設置するものとする。ただし、どの設

置方法においても、角材では強度が保てないなど、不都合がある場合は単管パイプ

を使用するものとする。 

なお、どの設置方法においても、支柱は５本以上とすること。 

（６） 設置にあたっては、植え込みを踏み荒らしたり、ガードレール及びフェンスに傷 

を付けたりしないように作業するものとする。 

（７） 設置にあたっては、交差点やカーブにおいて通行人や車の見通しの妨げとならな 

い箇所とすること。 

（８） 設置にあたっては、所管警察署に道路使用許可申請をし、通行人及び施設利用者 

（公園等の場合）への危害防止、設置作業中の交通安全等に十分注意し、事故のな 

いように作業すること。 

（９） 設置作業に伴う関係官庁への申請等は、受託者において責任をもって行うものと 

する。 

（10） 設置作業を開始する前に、設置予定箇所を全て調査し、設置が不可能な箇所は速や 

かに選挙管理委員会へ報告すること。また、調査時に設置前の写真を撮影し、調査終

了後速やかに写真帳及びデータを提出すること。 

（11） 設置作業完了後速やかに、選挙管理委員会へ連絡するものとする。 
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また、設置作業開始後は、進捗状況の報告のため日報を提出すること。 

（12） 設置完了後の掲示場の写真を撮影し、写真帳にまとめ、告示日までに提出するも 

のとする（データもあわせて提出、写真帳は選挙管理委員会の指示する事項を必ず 

記載すること）。設置後は、必ず写真で設置番号、区画番号等が指示どおりであるか、 

確認して提出すること。 

（13）  補修作業は、選挙管理委員会からの連絡があり次第、必ず速やかに行うものとする。 

  （14） 撤去作業は、投票日の５日後までに完了するものとし、完了後速やかに、選挙管理

委員会に連絡すること。ただし、無投票となった場合は、別途、選挙管理委員会と協

議し、撤去作業を開始することとする。 

（15） 撤去完了後の掲示場の写真を撮影し、写真帳にまとめ、４月２８日までに提出する 

    ものとする（データもあわせて提出、写真帳は選挙管理委員会の指示する事項を必ず 

記載すること）。 

  （16） 撤去した支柱等の角材、番線等は受託者において責任をもって処理すること。 

  （17） 撤去した掲示板は、リサイクル工場へ搬入し、リサイクル証明書を選挙管理委員会

へ提出すること。 

 （18） 作業日程については、以下のとおりとする。 

      ア 調査、写真撮影、報告書及び写真データ提出 

   契約日       ～ ４月２８日（金曜日） 

      イ 設置：３月 １日（月曜日） ～ ３月１７日（金曜日） 

      ウ 撤去：４月２４日（月曜日） ～ ４月２８日（金曜日） 

ただし、投票日の変更があった場合や無投票となった場合は、選挙管理委員会と別途、

協議すること。  

作業日程について、変更する必要がある場合は、発注者及び受託者協議の上、変更す

るものとする。 

 

４ 設置方法等 

（１）  ガードレール又はフェンスを利用（３７５箇所） 

          仕様図を参照のこと。また、仕様図とは異なる形状のフェンスなどがあるが、そ

れぞれの形状に合わせた設置を行うこと。 

  （２） 野立て（６４箇所） 

          仕様図を参照のこと。 

  （３） その他 

          設置場所により支柱の長さを調整し、高さを仕様図のとおり２メートルにするよ

うに徹底すること。土地の形状等により高さが変わる見込みの場合は、事前に選挙

管理委員会と協議すること。 

状況により、設置場所及び設置方法を変更する場合がある。 

 

５ その他 

（１） ポスター掲示場の掲示板と補強用木枠は、必ず釘で留め、ガンタッカー等は使用 
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しないこと。また、１本の角材に対し３箇所以上、釘で留めること。 

（２） ガードレール等に設置する場合は、支柱５本のうち２本は必ずガードレール等の支

柱に取り付けること。 

  （３）  ポスター掲示場の補強用木枠等の寸法は、すべて仕上がり厚とする。 

  （４）  リサイクル板については次のことに留意すること。 

       ア 設置期間が長いため、そり及び伸縮によるゆがみ等が生じない材質を使用すること。 

       イ 雨水により、ポスターが汚れないように文字及び線の印刷を行うこと。 

       ウ 押しピンが刺さりやすい材質を使用すること。 

  （５）   区画の途中でリサイクル板をつなぎ合わせないこと。 

（６） 設置にあたっては、指定した場所を厳守するとともに、民家等個人所有物件を使 

用する場合は、ポスター掲示場台帳の備考欄記載事項に注意し、必要に応じて管理

者あるいは所有者と調整すること。なお、仕様図のとおり設置することが困難な場

合は、選挙管理委員会と協議すること。  

（７） ポスター掲示場は、設置個所枚数の他に、破損等の際に取替が出来るように予備 

を３枚以上用意すること。 

  （８）  湿気等による掲示板のそり及びゆがみが生じないように、掲示板を設置すること。 

  （９）  美観に考慮し、上部に飛び出た支柱は切り揃えること。 

  （10）  通行人及び施設利用者の支障が生じないように、緊縛後の針金は内側に曲げる等の 

適切な措置を行うこと。また、切断後の針金等は責任をもって回収し、撤去後の杭跡 

は必ず埋め戻すこと。 

  （11）  控え工事において、例えば公園内植え込みの樹木に結束する場合、布切れを巻く等

設置場所の状況を勘案し、適切な処置を行うこと。 

  （12）  掲示板が樹木、電柱等により隠れないように注意して設置すること。 

  （13）  ガス管、上下水道管等を損傷しないように注意すること。 

  （14）  委託着手から委託期間満了までは、賠償責任保険（対物、対人）に必ず加入するこ 

と。 

 （15） 台風等の天災により補強及び撤去を要するときは、選挙管理委員会の連絡があり次

第、指示に従い速やかに行うこと。 

  （16）  連絡体制に万全を期すため、設置期間中は必ず携帯電話を携行すること。 

また、休日等の補修作業に対応するため、緊急の連絡体制を明確にし、選挙管理委

員会に緊急時の連絡体制表を提出すること。 

（17） 同日に他の選挙が執行されることになった場合は、作業等について選挙管理委員

会の指示に従うこと。 

17



・補強用木枠（仕上寸法）　　30×40

タイトル・注意書

【掲示板について】

・区画の枠線の幅は、10㎜から20㎜とする。 宝塚市議会議員選挙
・タイトル、注意書の文字は緑色の色刷りとする。 ポスタ－掲示場

投　票　日

（注意）

・　この掲示場は、宝塚市議会議員選挙

  の候補者以外の方は使用できません。

・  ポスタ－は指定された区画に貼ってください。

・  掲示場を壊したり、ポスタ－を破ったりすると

  罰せられます。

宝塚市選挙管理委員会

№

※ＱＲコードを読み取ると、選挙公報等のサイトにアクセスできます。

４０
（市議）

４１
（市議）

タイトル
投票日
注意書

３４
（市議）

１
(市議）

３７
（市議）

３３
（市議）

４
（市議）

２
（市議）

３８
（市議）

（表）

（裏）

10～20

420以上

３５
（市議）

３６
（市議）

５
（市議）

３９
（市議）

下記のとおり

420以上

1365

6370

６
（市議）

３
（市議）

９
（市議）

４月２３日（日）

420以上
10～20 10～20

10～20

10～20

420以上

宝塚市議会議員選挙ポスタ－掲示場　　仕様図   ［単位　　㎜］

6370

７
（市議）

８
（市議）

３１
（市議）

３２
（市議）

1365

候補者の情報は
こちらから

ＱＲコード

啓発標語用スペース
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(単位　　ｍ）

1.365

構造図

0.08

2.00

求積図

Ｌ Ｗ 計

6.370 1.365 8.70㎡

丈量図

Ｌ Ｗ 計
0.08

6.370 0.08 0.51㎡

6.370

6.370

6.370

19



［単位　　㎜］

※ ガードレール・フェンスは県議選の仕様図を参考にすること。

筋交い

45

杭
支柱

杭

設置にあたって特に留意すべき事項

※ 支柱は５本とし、それぞれ後方に杭を取り付けること。
　 ５本の支柱には、筋交い、横支柱及び杭を取り付けること。

杭は、ポスター掲示場が倒れないよう十分な深さに打ち込むこと。 .
支柱と筋交い、筋交いと杭、横支柱と杭２本は釘２本以上でとめること。
支柱の端は、必ず地面につけること。

※ ガードレール・フェンスの取り付け方は、県議会議員選挙の仕様図を参考とし、支柱は角材を使用すること。
支柱５本のうち、２本は必ずガードレール又はフェンスの支柱に取り付けること。

※ 番線を使用する場合は、番線の先端は丸め、車道・歩道側へ向けないこと。
フェンス等へ設置する場合は、被覆された番線を使用すること。

30

2000

45

635

方　式 野　立　て

6370

410

1365

45
500

410

400

1500

410

横支柱
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